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1

仕様書　８．期間満了後の措置
「賃貸借期間が満了したときは、木津川市に対し当該機器を無償譲渡するものとする。」とありま
すが、受注者による固定資産税の申告および納付義務は免除いただける認識でよろしいでしょ
うか。

質　疑　回　答　書

回　答　事　項

お見込みのとおり。

以　下　余　白
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